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消費者委員会設置に伴う規定等の

改正について

平成２１年８月２８日 農林物資規格調査会総会



農林物資規格調査会運営規程の一部改正新旧対照表条文

改 正 案 現 行

農林物資規格調査会運営規程 農林物資規格調査会運営規程
（総則） （総則）

第１条 （略） 第１条 農林物資規格調査会（以下「調査会」という。）の運営は、農林物資の規格化及び品質表示
の適正化に関する法律（昭和２５年法律第１７５号）、農林水産省組織令（平成１２年政令第２５
３号）及び農林物資規格調査会令（平成１２年政令第２９０号）に規定するもののほか、この規程
に定めるところによる。

２ 調査会の運営に関し、この規程に定めのない事項については、会長の定めるところによる。
（総会） （総会）

第２条 総会は、日本農林規格の制定、確認、改正又は廃止について調査審議するものとする。 第２条 総会は、日本農林規格の制定、確認、改正又は廃止及び飲食料品の品質に関する表示につい
てその製造業者又は販売業者が守るべき基準の制定、改正又は廃止について調査審議するものとす
る。

２ （略） ２ 総会の議長は、会長とする。
（部会の設置） （部会の設置）

第３条 （略） 第３条 会長は、前条に掲げる事項のうち部会に付議することが適当と認めるものについて調査審議
させるため、調査会に部会を置くことができる。

（部会の招集等） （部会の招集等）
第４条 （略） 第４条 会長は、部会を招集する。

２ 部会の議長は、部会長とする。
（部会の議決） （部会の議決）

第５条 （略） 第５条 部会の議決は、あらかじめ会長が適当と認めたものについては、これをもって調査会の議決
とする。

２ 前項の規定にかかわらず、農林物資規格調査会令第５条第６項ただし書に規定する事項について
は、部会は議決することができない。

（会議） （会議）
第６条 （略） 第６条 会議（総会又は部会をいう。以下同じ。）は、公開とする。ただし、公開することにより、

公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の個人若しくは団体に不当な
利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合には、議長（総会にあっては会長、部会にあって
は部会長。以下同じ。）は、会議を非公開とすることができる。

２ 議長は、議事の円滑な運営を確保するため、傍聴人の退場を命ずる等必要な措置をとることがで
きる。

３ 部会に出席して意見を述べることを希望する者は、あらかじめ農林水産省消費・安全局表示・規
格課に届出をし、部会長（部会長が選任されていない場合にあっては会長）の承認を得なければな
らない。

４ 前項の規定にかかわらず、関係行政庁の職員その他の者で議長が必要と認めた者は、会議に出席
して意見を述べることができる。

５ 前２項の規定により会議に出席して意見を述べる者は、議長による議事の整理に従わなければな
らない。

（議事録の保存） （議事録の保存）
第７条 （略） 第７条 会議の議事録は、総会にあっては会長及び会長の指名する出席委員２人以上、第５条第１項

によりあらかじめ会長が調査会の議決とすることにつき適当と認めた部会にあっては部会長及び部
会長が指名する出席委員２人以上がこれに署名する。

２ 会議の議事録は、議長の認証を受けた上で、農林水産省 の閲覧窓口において一般の縦覧に供す
る。

３ 会議の議事録は、農林水産省消費・安全局表示・規格課に保存する。
（小委員会） （小委員会）

第８条 （略） 第８条 会長又は部会長は、必要あると認めるときは、特定の事項を会長又は部会長の指名する委員
又は専門委員によって構成する小委員会に付託し、調査審議させることができる。

附 則 附 則
この規定は、平成２１年９月１日から施行する。 この規定は、平成１５年７月１０日から施行する。



ＪＡＳ規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準の一部改正新旧対照表

改 正 案 現 行

ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準 ＪＡＳ規格及び品質表示基準の制定・見直しの基準

平成２１年８月２８日 平成１７年８月２６日

農林物資規格調査会決定 農林物資規格調査会決定

この基準は、本調査会がＪＡＳ規格の制定又は見直しについて審議するにあたってのガイド この基準は、本調査会がＪＡＳ規格及び品質表示基準の制定又は見直しについて審議するに

ラインであり、本調査会がその内部規定として定めるものである。 あたってのガイドラインであり、本調査会がその内部規定として定めるものである。

Ⅰ （略） Ⅰ ＪＡＳ規格の制定・見直しの基準

１ 規格の性格の明確化

規格の制定又は見直しはその性格（特色規格又は標準規格）を明確化した上で検討する

。

その際、当該製品の生産状況（製造業者数、小売販売額、品質の実態）、規格の利用実

態（格付率、他法令での引用等）及び国際的な規格の動向を考慮する。

（１）特色規格

製品の品質（品位、成分、性能等）、生産・流通プロセス（原材料、製法等）が、当

該品目の標準的な品質・プロセスと比較して相当程度明確化しており、特色があると認

められるもの。

この場合、ＪＡＳマークに近接して表示することを推奨する特色の内容を定める。

（２）標準規格

次のいずれかのもの。

ア 原材料用に業者間で取引きされる品目で、一定の品質が期待されるなど、取引の単

純公正化に資する観点から標準が必要なもの

イ 消費者が調理等の材料とする品目で、一定の品質が期待されるなど、使用の合理化

に資する観点から標準が必要なもの

ウ 最終製品として直ちに使用・消費に供される品目で、一定の品質が期待されるもの

や、類似の名称の製品が存在するものなど、消費者保護の観点から名称や品質の標準

が特に必要なもの

２ 規格の制定の基準

次の場合に規格の制定を検討する。

ア 消費者、実需者、生産者又は製造業者から強い要望があり、特色規格及び標準規格

のいずれかに該当する場合

イ 国際的規格の動向や消費者ニーズへの対応等政策的な必要性が認められる場合



３ 規格見直しの基準

（１）廃止を検討するに当たっての基準

「特色規格」又は「標準規格」と位置付けることができない規格は廃止を検討する

。

ただし、規格改正により「特色規格」又は「標準規格」と位置付けることができる

ことを客観的に明示できる場合は、改正する方向で検討するものとする。

（２）改正を検討するに当たっての基準

規格の改正は次の観点から検討を行う。

ア 消費者向けの規格

良質な製品を提供する観点（原材料の増量材的使用の制限、まがいものの防止等

）及び消費者ニーズに対応した製品を提供する観点（製品の特性を踏まえ、食品添

加物の使用を必要かつ最小限とする等）

イ 実需者向けの規格

性能規定化（強度、耐久性等の材料の性能に着目した規格の導入）、等級化等取

引の合理化を図る観点及び実需者に良質な製品を提供する観点

（３）確認

廃止又は改正を行わない規格は、確認するものとする。

［削る。］ Ⅱ 品質表示基準見直しの基準

１ 名称規制

個別品目の名称規制については、消費者に重大な誤認が生じる等の懸念がある場合を

除いて原則として廃止し、一般誤認防止ルールで対応することを検討する。

２ 名称表示以外の項目

分かり易い表示ルールを実現する観点から、その必要性を個別に検討し、加工食品品

質表示基準に整理統合することが可能かどうかも含めて検討する。

Ⅱ その他 Ⅲ その他

１ 他法令に基づく基準等を引用している場合のこれら基準改正に伴う形式的なＪＡＳ規格 １ 他法令に基づく基準等を引用している場合のこれら基準改正に伴う形式的なＪＡＳ規格

改正は、調査会部会を経ずに調査会総会で議決することができることとする。 及び品表改正は、調査会部会を経ずに調査会総会で議決することができることとする。

２ 規格の廃止、又は改正に際しては、包装資材の在庫の状況等当該規格に係る製品の生産 ２ 規格及び品質表示基準の廃止、又は改正に際しては、包装資材の在庫の状況等当該規格

又は製造の実態を考慮し、必要な経過措置を設けるものとする。 及び品質表示基準に係る製品の生産又は製造の実態を考慮し、必要な経過措置を設けるも

のとする。

３ この基準は、平成２１年９月１日から施行する。 ［新設］



参　考

ＪＡＳ調査会 農林水産省 消費者庁 消費者委員会

部会へ付議
ＪＡＳ規格改正
等案の諮問

部会審議
品質表示基準改正
等案を参考提示し
意見を聴取

ＪＡＳ規格改正等案
に対するパブリック
コメント手続

品質表示基準改正
等案を添えて要請

農水省案の検討

品質表示基準改
正等案の諮問

必要があれば
ＪＡＳ規格改正等案
に関わる点について
検討、修正

答申を踏まえた
品質表示基準改
正等の決定

答申

総会審議
ＪＡＳ規格改正等案
の提示

議決の報告
議決結果を踏まえた
ＪＡＳ規格改正等の
決定

告示 告示

ＪＡＳ規格改正等により改正等の必要が生じる品質表示基準の取扱イメージ（案）

品質表示基準
改正等案の審議

品質表示基準改
正等に係る手続

　消費者庁及び消費者委員会が設立されることに伴い、品質表示基準の改正等及びその審議は、
消費者庁及び消費者委員会が行うことになります。
　その中で、農林水産省は、消費者庁に対し、品質表示基準の案を添えて、その策定を要請するこ
とができます（法第19条の13第6項）。

　そこで、ＪＡＳ規格の改正等に合わせ、当該ＪＡＳ規格に係る品目の品質表示基準の改正等を行う
必要がある場合、以下のとおり取扱うことについて、消費者庁と協議していきたいと考えております。




